
 
 
 
 
 
 
 
風薫る新緑の五月・・・ 

学習は『権利』なんだ！ 
◆ＧＷも終わりました。・・・今日は「学習権宣言」を読んで欲しいと思う! 

君たちは、小学校から様々なことを学んできた。幼いときから言葉を覚え、読み書きを覚

え、文字を読めるようになった。また四則計算を学び、数字を通して思考する力を養った。

そして、「それらの力」を他の教科でも活用し、様々な事柄について問うたり、考えたり、

想像したりできる「人」に成長してきた。 

 

 

ユネスコ学習権宣言 

第４回ユネスコ国際成人教育会議 

1985 年 3月 29 日 

 

読み、書きの権利であり 

問い続け、深く考える権利であり 

想像し、創造する権利であり 

自分自身の世界を読み取り 

歴史をつづる権利であり 

あらゆる教育の手だてを得る権利であり 

個人、及び集団のカ量を発達させる権利である 

学習活動はあらゆる教育活動の中に位置づけられ 

人々を、なりゆきまかせの客体から 

自分の歴史をつくる主体に変えていくものである 

 

 

 

 

◆もし、小学校からの「学び＝学習」がなかったら・・・と考えたらどうだろうか・・・？

今の自分が、存在するだろうか？ 

今の「学び＝学習」が、高校受験のため、定期テストや学力診断テストで良い点

数をとるためだけなら、そんな無味乾燥なものはない。 
＜確かに高校受験のため、良い点数をとるために「努カ」することは大切だが。＞ 

 

◆学んだことを武器にして、自分自身の世界を読み取り、自分も歴史を作る一員であること

を自覚しなければネ。 

さらに、その武器で、自分や自分の将来を見つめ、社会と調和し、自分の「生＝歴史」を

創造しなければネ。 

 

◆義務教育最終学年の「風薫る新緑の５月」もう一度「学ぶ」ことについて考えてみたら。

「学ばされている」「勉強させられている」のではないんだよ! 

君たちには学習する権利があるんだ。 

世界にはこの権利を奪われている子供たちが山といる。 
 

◆この権利を使わずして、学習をサボったり、怠けたりしている君！学校のルールを無視し

ている君！は「個人、及び集団の力量を低下」させているのです。 

集団の力量を下げる者は、個人(自分や仲間)の学習する権利を無視する者で、それは罪な

んだと僕は思う!! 

自分の成長を楽しみ、確認できる生き方を！ 

好きですか？昨日の自分より今日の自分、今日の自分より明日の自分！ 

 
あしなが高校奨学金（あしなが育英会）の案内 
 

１ 応募できる方（募集人員１２００人程度） 

中学校３年生で、高等学校、高等専門学校、大学受験資格を得られる三年制の高等専

修学校高等課程に進学を希望していて、次の内容にあてはまる生徒。 
保護者の方など（父または母）が、病気や災害（道路における交通事故を除く）もし

くは自殺（自死）などで死亡したり、それらが原因で著しい後遺障害で働けないため、

教育費に困っている家庭の子ども。 
２ 出願期限 

一次募集 令和３年  ７月３１日   
二次募集 令和３年 １２月１５日 
三次募集 令和４年  ２月２２日 

３ 奨学金の額と貸与 
国公立校生  月額 45,000 円（貸与 25,000 円、給付 20,000 円） 
私立校生   月額 50,000 円（貸与 30,000 円、給付 20,000 円） 

４ 貸与期間 
令和４年４月から卒業（最短修業年限）まで。 

＜返済は無利子、卒業の半年後から 20 年以内での分割返済＞ 
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申し込みや詳細については

胡まで連絡してください。 


